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評点の方法について（令和７・８年度）  

Ⅰ 算出方法 

 １ 客観点と主観点の合計により総合点を算出します。  

  (1) 客観点・・・経営事項審査の項目（建設業法第 27 条の 23 第 3 項の経営事項審査 

         の項目及び基準を定める件（平成 20 年 1 月 31 日国土交通省告示第   

         85 号）」で定めるところの例）をもとにした点数の合計 

  (2) 主観点・・・福島県独自による項目の点数の合計 ※対象は、県内業者のみ 

 

 ２ 県内建設業者及び県外建設業者については下記のとおりです。  

  (1) 県内業者・・・建設業法第３条第１項に規定する営業所のうち県内に主たる営業 

          所を有する建設業者 

  (2) 県外業者・・・県内業者以外の建設業者  

 

Ⅱ 客観点（客観的事項）  

  １  経営規模  

  (1) 工事種別年間平均完成工事高  

    （経営事項審査における X1 点数を福島県の１８工事種別に組み替えて使用）  

  (2) 自己資本額及び利払前税引前償却前利益  

    （経営事項審査における X2 点数を使用） 

 

  ２  経営状況（経営事項審査における Y 点数を使用） 

  (1) 純支払利息比率  

  (2) 負債回転期間  

  (3) 総資本売上総利益率  

   (4) 売上高経常利益率  

   (5) 自己資本対固定資産比率  

  (6) 自己資本比率  

  (7) 営業キャッシュフロー  

  (8) 利益余剰金  

    

  ３  技術力（経営事項審査における Z 点を福島県の１８工事種別に組み替えて使用）  

  (1) 工事種別毎の技術職員数  

   (2) 工事種別毎の元請完成工事高  

 

  ４  その他の審査項目（社会性等）（経営事項審査における W 点を使用） 

  (1) 建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況 

  (2) 建設業の営業年数  

   (3) 防災協定締結の有無  

  (4) 法令遵守の状況  

   (5) 建設業の経理に関する状況  

  (6) 研究開発の状況  

 （7）建設機械の保有状況 

 （8）国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況 
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Ⅲ 主観点（主観的事項）※県内業者のみ対象  

１ 主観点項目について  

項 目 

(1) 工事成績

(2) 工事施工の状況

(3) 優良工事の有無

(4) 技術職員の数

(5) 建設業法に基づく処分

(6) 資格の認定の取消し及び喪失

(7) 入札参加資格制限

(8)「働く女性応援」中小企業認証

  「仕事と生活の調和」推進企業認証  

(9) 障害者の法定雇用義務の遵守

(10)「福島県建設業新分野進出企業認定事業」の認定

   「福島県建設業新分野進出優良企業表彰事業」の表彰 

(11) 除雪、維持委託業務（災害対応に限る。）の実績

(12) 新卒者の雇用

(13) 保護観察対象者等の雇用

(14) 「ふくしま健康経営優良事業所」の認定

２ 各項目について  

(1) 工事成績

・県発注工事の工事成績を評定する。

・一般土木工事、舗装工事、建築工事、電気設備工事及び暖冷房衛生設備工事につ

いて、審査基準日直前４年間の工事成績点の平均点を算出する。

・工事成績点６５点を主観点０点とし、工事成績点が１点増減するごとに、主観点

２０点を増減する。また、平均点の実績により増減する。

  【算式】主観点＝（審査基準日前１～４年の工事成績平均点－６５点）×２０ 

(2) 工事施工の状況

一般土木工事、舗装工事、建築工事、電気設備工事及び暖冷房衛生設備工事につ

いて、審査基準日直前２年間又は直前３年間の工事種別ごとの下請発注比率を算出   

 する。  

【算式】下請発注比率＝２年又は３年平均の外注した金額÷完成工事高 

次の基準によりそれぞれ主観点を付与する。  

下請発注比率 右以外の業

種 

建築工事 

５０以下 ０ ０ 

５１～６０ －４ ０ 

６１～７０ －８ ０ 

７１～８０ －１２ －４ 

８１～８５ －１６ －８ 

８６～９０ －２０ －１２ 

９１～９５ －４０ －２０ 

９６以上 －４０ －４０ 
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 (3) 優良工事の有無  

   審査基準日の直前２年度間において優良工事を施工した場合は、当該工事の工事  

   種別ごとに、次の基準によりそれぞれ主観点を付与する。  

優 良 工 事 の 有 無 主観点 

(1) 優良工事の表彰１件につき（ただし、２件まで） ２０点 

(2) 福島県優良工事表彰審査委員会における審査に合格した工事

（表  彰を受けた工事を除く。）を２ヶ所以上施工した場合  

   ただし、(1)で付与された場合、(2)では付点しない。 

２０点 

 

 

 

  (4) 技術職員の数  

    工事種別毎に技術職員がいる場合は、次の基準により主観点を付与する。 

    技術職員１人につき２点（ただし、工事種別毎に２０点まで）。  

 

  (5) 建設業法に基づく処分の有無  

   審査基準日の直前２年間において建設業法による処分を受けた場合には、その都  

   度、次の基準により主観点を付与する。  

処  分 処  分  の  期  間 主観点 

指 示 処  分   －１０ 

営業停止処分 

 

 

 

３０日未満 －２０ 

３０日以上９０日未満 －３０ 

９０日以上１８０日未満 －４０ 

１８０日以上 －５０ 

 

  (6) 資格の認定の取消しの有無  

    審査基準日の直前２年間において資格の認定を取消された者 （－５０点） 

    当該資格以外の工事種別について取消された者           （－２５点） 

                                 

  (7) 入札参加資格制限の有無  

    審査基準日の直前２年間において入札参加資格制限を受けた場合には、その都度  

   次の基準により主観点を付与する。 

参加資格制限期間  主観点 

１月未満 －１０ 

１月以上２月未満 －２０ 

２月以上３月未満 －３０ 

３月以上６月未満 －４０ 

６月以上 －５０ 

 

  (8) 次世代育成支援企業認証の有無  

   審査基準日において認証を取得している場合は、次の基準により主観点を付与す   

  る。  

   「働く女性応援」中小企業認証を取得している者    （１０点） 

   「仕事と生活の調和」推進企業認証を取得している者 （１０点） 

 

  (9) 障害者の法定雇用義務の遵守の有無 （１０点） 

     審査基準日において障害者の雇用の促進に関する法律（昭和３５年法律第１２３   
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     号）第４３条に規定する障害者の法定雇用義務を遵守している者又は、同条に規定 

     する法定雇用障害者数が零人で障害者を雇用している者  

 

 (10) 福島県建設業新分野進出事業の状況 

     審査基準日において認定及び表彰を受けている場合は、次の基準により主観点を   

 付与する。  

  「福島県建設業新分野進出企業認定事業」の認定を受けている者   （１０点） 

  「福島県建設業新分野進出優良企業表彰事業」の表彰を受けている者 （１０点） 

 

 (11) 過去２年間における除雪業務、維持委託業務の実績 （１０点） 

     福島県内において、福島県が発注した下記の維持委託業務又は除雪業務の過去２  

  年間の契約実績がある者（維持委託業務は災害対応を含んでいる契約内容に限る。） 

担当部 委託業務名 

 農林水産部   県単応急対策業務委託  

 土 木 部 

      

  

 

 

 

 

  除雪業務委託  

  港湾・漁港維持管理業務委託  

  道路維持補修業務委託  

  舗装維持修繕業務委託  

  河川維持管理業務委託  

  海岸維持管理業務委託  

  港湾・漁港維持管理業務委託  

 

 (12) 新卒者の雇用  

若手技術者の確保・育成の観点から、新卒者を採用した場合は、次の基準により申

請あった全ての業種に主観点を付与する。 

新卒者１名につき５点（ただし、最高２０点） 

 

 (13) 保護観察対象者等の雇用（１０点）  

       福島保護観察所の登録を受けた協力雇用主として、審査基準日の３年前の日が属す

る年度の４月１日以降に保護観察対象者等を雇用した場合に主観点を付与する。 

 

 (14) 健康経営優良事業所認定の有無（１０点）  

    審査基準日において福島県が定める「ふくしま健康経営優良事業所」の認定を受け

ている者に主観点を付与する。 

 

Ⅳ 総合点の調整  

 １ 合併特例措置による調整  

    合併等により総合点の調整の適用を受けた場合には、格付等級を本来の等級よりも 

   １等級上位に格付する。ただし、合併等の結果、合併前より上位の格付等級又はＡラ 

   ンクに格付けされた場合は、特例措置の対象としない。  

  

 ２ 最上位ランク（Ａランク）への制限による調整  

    前回名簿（令和５・６年度）において各種別毎にＣ又はＤランク及び新規申請者に

ついては、Ｂランクを上限とする。                                            

      


